
生駒市条例第１５号 

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整

備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例をここに公布する。 

  令和元年９月１０日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律

の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 （職員の分限に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の分限に関する条例（昭和２７年１月生駒市条例第６号）の一部を

次のように改正する。 

  第７条第１項中「第１６条第２号」を「第１６条第１号」に改める。 

 （生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 生駒市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年７月生駒市条例

第２３号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第１項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法

第２８条第４項の規定により失職し」を削り、同条第４項中「、若しくは失職

し」を削る。 

第１５条の２第２号中「（同法第１６条第１号に該当して失職した職員を除

く｡)」を削り、同条第３号及び第４号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改める。 

  第１６条第１項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法

第２８条第４項の規定により失職し」を削り、同条第２項第１号中「、若しく

は失職し」を削る。 

  第１８条第５項中「定が」を「定めが」に改め、同条第７項中「当該各項に

」を「、これらの規定に」に改め、「、若しくは地方公務員法第１６条第１号



に該当して同法第２８条第４項の規定により失職し」を削り、「第１５条第１

項の」を「同項の」に、「当該各項の」を「それぞれ第２項、第３項又は前項

の規定の」に改める。 

（生駒市職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第３条 生駒市職員の退職手当に関する条例（昭和４７年１０月生駒市条例第３

０号）の一部を次のように改正する。 

  第１２条第１項第２号中「（同法第１６条第１号に該当する場合を除く｡)」

を削る。 

（生駒市職員の旅費支給条例の一部改正） 

第４条 生駒市職員の旅費支給条例（平成２年６月生駒市条例第１４号）の一部

を次のように改正する。 

  第３条第２項中「１に」を「いずれかに」に改め、同条第３項中「（第１号

及び第３号を除く｡)」を削り、「第２９条各号」を「第２９条第１項各号」

に、「場合には」を「ときは」に改め、同条第６項中「第４項」を「前２項」

に改める。 

（生駒市下水道条例の一部改正） 

第５条 生駒市下水道条例（昭和５９年４月生駒市条例第１５号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条第２項を削る。 

（生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第６条 生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４３年２月生

駒市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  第１７条第２項第２号中「（同法第１６条第１号に該当する場合を除く｡)」

を削る。 

（生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正） 



第７条 生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４２年

１０月生駒市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１号を削り、同条第２号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に、「処せられ」を

「処せられ､｣に改め、同号を同条第１号とし、同条第３号中「免職」を「懲戒

免職」に、「受け」を「受け､｣に改め、同号を同条第２号とし、同条第４号を

同条第３号とする。 

 第５条第２項第２号中「前条第３号」を「前条第２号」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和元年１２月１４日から施行する。 


